
１． 食品ロス削減の必要性

国連によると，世界の人口は２０１５年現在の７３

億人から，２０３０年までに９７億人に増加すると予

測されている。これに対して，FAO（国連食糧

農業機関）によると，世界の栄養不足人口は減少

傾向にあるものの依然として，世界人口のおよそ

９分の１に当たる約８億人と高水準にある。

そうした中で，世界の食品廃棄量は，農業生産

から消費にいたるフードチェーン全体で，総生産

量のおよそ３分の１にあたる年間１３億トンに達

すると推計されている（FAOによる）。そのた

め，２０１５年９月の国連首脳会議（サミット）で

採択された「持続可能な開発のための２０３０ア

ジェンダ」の目標（SDGs：Sustainable Develop-

ment Goals）において，「２０３０年までに小売・消

費レベルにおける世界全体の１人当たり食品廃棄

を半減させ，収穫後損失などの生産・サプライ

チェーンにおける食料の損失を減少させる」と掲

げられた（ターゲット１２.３）。

これを受けて，欧州やアジア太平洋地域で食品

廃棄物削減の取り組みが活発化している。日本に

おいては，年間８,２９４万トンの原材料が食用（粗

食料および加工用）に仕向けられる一方で，事業

系廃棄物は８３９万トン，家庭系廃棄物は８２２万ト

ンに上り，それらのうち可食部分と考えられる
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量，すなわち食品ロスの量は事業系で３３９万トン

（規格外品，返品，売れ残り，食べ残しによる），

家庭系で２８２万トンの合計６２１万トン（食べ残

し，過剰除去，直接廃棄による）に達している。

これは，国連WFP（世界食糧計画）による世界

全体の食料援助量（２０１５年）約３２０万トンを上

回っており，国民１人当たりでは約１３４グラムと

茶碗約１杯のご飯の量に相当する１）。

そのため，サプライチェーン全体で，食品ロス

削減の取り組みがさかんに行われるようになって

いる。なお，上述のように食品廃棄物のうち非可

食部分を日本では「食品ロス」と呼んでいるが，

英語圏ではこれを“food waste”と称することが

多い。ただし，非可食部分を含めた食品廃棄物の

総称として“food waste”を用いることもあり，

世界標準の用語法はまだ確立しておらず，国連や

EUをはじめてとしてさまざまな機関・団体で検

討が行われているところである。

筆者は，２０１２年以来，農林水産省の食品ロス

削減商慣行改善ワーキングチームや，経済産業省

が支援する製販配連携協議会（いずれも事務局は

公益財団法人流通経済研究所）などに，継続的に

関与させていただいている。また，２０１６年１０月

下旬から１１月初旬にかけて，「環境問題に関する

欧州調査チーム」（事務局は日本チェーンストア

協会）に参加し，フランスおよびイギリスの小売

企業とその業界団体，政府関係機関を訪問し，食

品廃棄物削減および容器包装リサイクルを中心と

する環境問題への最新の取り組み状況と課題に関

する調査を実施した。

本稿では，そうした経験を踏まえて日本での取

り組みの参考に資するために，まず食品ロス削減

で先行しているヨーロッパ，とくにフランス，イ

ギリスの事例を整理する。そのうえで，日本にお

ける取り組みの現状を簡単にまとめ，今後につい

て展望する。

２． フランスにおける取り組み

フランスにおいて食品廃棄物の最大の発生部門

は，全体の４５％を発生させている消費段階（家

庭，外食産業，社員食堂等の機関系）であり，小

売業の発生量はデータソースによって異なるが５

～１４％にとどまり，残りは農業生産段階とメー

カーによる製造段階からとなっている２）。

こうした中で，２０１３年に，以下のような食品

廃棄物に関する国の行政機関と事業者等のステー

クホルダーとの「協定」に関する基本戦略が策定

された。すなわち，法規制と官民の協定によっ

て，過剰消費社会からの脱却，資源の効率的活用

と廃棄物発生量削減による環境保護，購買力の回

復（無駄にお金を捨てない）を図ることを基本方

針とし，具体的目標として「２０２５年までにサプ

ライチェーン上の食品廃棄物（可食部分）を

２０１３年比で５０％削減する」ことが掲げられた。

そして，廃棄物の分別，焼却，リサイクルなどに

関して法規制によって廃棄物管理を図るグルネル

法と並んで，MAAF（農業・農業食料・林業省）

と事業者等による「任意の善意による協定」とし

て食品廃棄物削減に関する協定が２０１３年に策定

された。

協定を締結したのは，サプライチェーン上の企

業・団体等に限らず，多岐にわたっている。主要

な締結先とそれぞれに対して推奨されている取り

組みをまとめると，表１のようになる。

しかし，こうした「任意の善意による協定」だ

けでは食品廃棄物削減の取り組みとして不十分で

あるとの声が高まり，法律によって発生抑制，再

流通・価値化等の４段階で規制することとなっ

た。その結果，２０１５年５月「食品廃棄禁止法」

が国民議会（下院）において満場一致で採択さ

れ，２０１６年２月から施行された。そこでは，次

のことが定められている。

①食品流通業者・小売業者は，可食の売れ残り

食品を意図的に廃棄，破壊（漂白剤をかける等）

することによって，「消費不可能な状態」にして

はならない。また，小売業者が納入拒否したプラ

イベートブランドを製造業者に「消費不可能な状

態」にさせることも禁止される。

②売場面積４００m２以上の食品小売店舗は，慈

善団体と食品寄付に関する協定を結ばなければな

らない
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③寄付先は，慈善団体として農業・農業食料・

林業省から認定を受けた団体とする

ここで注意すべきは，本法は，売場面積４００m２

以上の店舗がフードバンクなど慈善団体との寄
�

付
�

契
�

約
�

の締結を義務付けるものであって，店舗から

の寄付そのものを義務付けているわけではない点

である。その意味では，これまでの取り組みを制

度的に実質化することに狙いがあるといえる。フ

ランスでは，こうした一連の制度整備において，

政府機関 ADEME（環境・エネルギー管理庁：環

境・エネルギー・海洋省と国民教育・高等教育・

研究省による共同設立機関）が果たしている役割

が大きい。

フランスでは，こうした法規制と並行して，慈

善団体への寄付への優遇策の整備と，消費者啓発

キャンペーンの展開が進められている。寄付優遇

策としては，一般税法により，控除の要件を満た

す者は，寄付商品価格，輸送保管費（帳簿価格）

の６０％の税金控除を受けることができるとされ

ている（上限金額あり）。これによって，余剰食

品を焼却・埋め立てるよりも，寄付した方がよい

というインセンティブが働いている。また，FCD

（小売・流通業連合 ; Federation du Commerce et

de la Distribution）による食品寄付ガイドライン

として，提供元と慈善団体との寄付協定のあり

方，提供元による寄付プロセスの管理・監督，商

表１ 協定の主要な対象部門に対する推奨取り組み項目

部 門 協定の主要締結先と推奨事項の内容

農業生産者 主要締結先：農産物生産者連合団体，フランス生協

・サプライチェーン全体で成果の食品廃棄物削減のための研修受講

・慈善団体に対する未出荷農産物の提供

・耕地の放置作物有効活用のための慈善食品活用団体と協定

マルシェ経営者 主要締結先：大規模マルシェ経営者団体

・食品事前団体との農産物提供の任意協定

・慈善団体に対する未出荷農産物の提供

食品メーカー 主要締結先：全国食品製造業連合，業務用食品卸売業者

・消費者の需要に応じた生産体制，パッケージ廃棄物削減

・食品廃棄物削減に関する方針策定

・個別企業からの食品寄付促進のため寄付慈善組織と寄付条件の明確化，協定締結

小売企業 主要締結先：FCD，カルフール，オーシャン，カジノ，ルクレール，メトロ，モノプリなど主要小売チェーン
・慈善団体と食品寄付の任意協定締結

・食品廃棄物削減のための業務プロセス改善

・消費者に対する食品活用の情報提供，みかけのよくない青果の購入促進

・未販売青果加工品（ジュース，スープ等）の販売コーナー設置

・ばら売りの実施

・社員および消費者に対する定期的な意識啓発

外食産業 主要締結先：外食産業組合，ケータリング業界組合，ホテル業界組合，ケータリング経営絵者連合，ケータリン

グ業界連合

・顧客および原材料サプライヤー等との協働による定期的な意識啓発

・食品廃棄物の発生抑制，削減の方策構築と改善

・ドギーバッグ利用促進のためのガイドライン作成

地方自治体 主要締結先：バス・ノルマンディ地域，イル・ド・フランス地域（パリ広域圏），パリ市など

・住民および消費者に対する定期的な啓発活動の実施

・地域の外食産業に関する行動計画策定

その他 食品関連慈善団体：フードバンク連合，赤十字，心のレストラン，ミール提供ネットワーク，農業生産物に関す

る慈善生産者団体など

消費者団体：消費・住宅・環境協会など

ネットワーク企業：電子タグ，ネットワーク関連企業など

環境保護団体：フランス自然環境連合など

出所：フランス ADEME（環境・エネルギー管理庁）資料による。
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品の安全性とトレーサビリティ，慈善団体が負う

べき責任などが策定・公表されている。そのう

ち，表２に慈善団体に寄付を行う際の基本的な考

え方である「８つの黄金則」を紹介する。ただ

し，こうした一連の措置によって国がめざしてい

るのは食品廃棄物削減であり，寄付促進ではない

ことに注意しなければならない。

他方，消費者啓発キャンペーンとしては，２０１３

年策定の協定に関連して開催されるイベントとし

て，毎年１０月中旬に FAOの「世界食品デー」

と同日開催される「食品廃棄物削減のための国民

デー」，および ADEMEによる学校・大学におけ

る食品廃棄物削減のための教育プログラム実施，

個別企業・団体などによる消費者キャンペーンが

展開されている。

こうした重層的な取り組みの中で，フランスの

小売業界では，上述のように実際の食品廃棄物の

発生割合では低いにもかかわらず，廃棄物の発生

源というイメージをもたれやすい立場にあるとと

もに，消費者に直接かかわる位置にあることか

ら，慈善団体への食品寄付，および消費者に対し

て食品を使い切るキャンペーンなどの啓発活動を

積極的に展開している。その結果，例えば小売業

は食品寄付全体の３５％の提供元となっていると

いう３）。

３． イギリスにおける取り組み

イギリスにおいても，フランス同様に食品ロス

削減の取り組みは活発に行われている。ただし，

イギリスにおける主要なアプローチ方法は，市場

的調整と業界団体の自主ルールによって循環型の

廃棄物ゼロ経済がめざすというものであり，法制

度による規制という方法を採用しているフランス

と若干の相違がある点に注意すべきである。その

際，重要な役割を果たしているのが，NPOの

WRAP（Waste and Resources Action Programme）

である。

WRAPは，資源の有効活用と持続可能な廃棄

物マネジメントを促進するために，公的資金を受

けて２０００年に設立され，現在ではイギリスで最

も権威のある廃棄物・リサイクル・資源効率的活

用の団体と言われている。２０１４年１２月にはイギ

リスの慈善団体の認定を取得した（登録 no.

１１５９５１２）。政府の出資を受けているが，WRAP

自身が規制の制定や執行を担う立場にあるわけで

はなく，第三者機関としてイギリス国内で廃棄物

削減に関与する多様なパートナー（企業，貿易機

関，地方自治体，各種団体，消費者など）の活動

の調整役として機能している。

WRAPの重要な役割の１つに，廃棄の実態把

表２ 食品寄付ガイドライン：慈善団体へ寄付を行う際の「8つの黄金則」

１ 寄付の提供元と（提供先の）慈善団体とで寄付協定を締結し，「パートナー関係」を形成することが望ましい。

２
農業生産者，小売業，メーカー，およびその他寄付を行おうとする組織・団体は，各自で寄付のプロセスを管理・監督する責

任者を設置すべきである。

３
農業生産者，小売業，メーカー，およびその他寄付を行おうとする組織・団体は，「衛生に関するガイドライン」（GBPH）を
参照しながら，食品の保管・輸送・取扱い，ならびに慈善活動に関する取り決めを尊重・遵守すべきである。

４
農業生産者，小売業，メーカー，およびその他寄付を行おうとする組織・団体が，（慈善団体へ引き渡す前に）寄付食品・商

品を選別する際には，食品の安全衛生に関する規制を遵守すべきである。

５
慈善団体は，（寄付を受ける際に）提供元の準備した納品書，または証明書（食品・商品の種類，数量，重量や，可能であれ

ばトレーサビリティに関する事項を記載したもの）にサインすべきである。

６
寄付に際しては，（関係者・関係セクターのすべてが）食品・非食品に関する安全・トレーサビリティに関する規制・規則を

遵守すべきである。

７

慈善団体は，（1にて述べた）寄付協定に署名する際，活動全般において，市民（団体）としての社会的な責任を果たすこと
や，活動によって損害・問題が起きた場合に責任を負うこと（特に，輸送時や，協定の範囲内に規定された商品の性質などに

関して）を説明すべきである。

８
農業生産者，小売店舗の店長，メーカーの経営者，および慈善団体の代表は，年に一度は活動内容の振り返りと改善策を検討

する会合を行うよう努めるべきである。この打ち合わせは，出来る限り慈善団体側から働きかけることが望ましい。

出所：ANIA, FCD, FNSEA, SOLAAL “DON ALIMENTAIRE : le guide”（Octobre 2013）による。
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握のための統計作成がある。その部門別，階層別

の集計結果は図１に示すとおりであり，これによ

るとイギリスで食品廃棄物（Total food wasteの

行）はおよそ１,５００万トン発生しており，そのう

ち最大の発生セクターは家庭（消費者）の７００万

トン，メーカーは１９０万トン，ホスピタリティ

（病院，学校・社員食堂など）は９０万トンであ

り，小売業の発生割合は２％に満たないという。

WRAPの取り組みでもう１つ注目すべきは，

食品小売業やメーカー等の任意協定であるコー

トールド公約（Courtauld Commitment）に関連

する。これは，表３に示すように２００５年より３

つのフェーズにわたって連続的に実施されてきた

もので（各フェーズの実施期間は２～３年間），

パッケージ包装や食品廃棄物の削減に関して５０

以上の主要小売業やメーカーが「参加企業」とし

て登録し，各々の企業内での，あるいは他社との

協働による取り組みを実施し，その成果を

WRAPが集約し，検証・報告するというもので

ある。第３フェーズにおける主要企業の具体的な

取り組み内容を要約すると，表４のようになる。

WRAPによれば，こうした取り組みによって，

家庭での食品廃棄物の２１％削減に貢献，サプラ

イチェーン上の食品・パッケージ廃棄物の１０％

以上削減，パッケージ包装関連の温暖化ガスの排

出量の１３％以上削減，サプライチェーン上の

CO２排出量の８００万トン削減，といった成果が

達成されたという。

この公約への参加企業のうち，消費者との接点

にあたる食品小売業の部門は，第３フェーズまで

に売上高合計がイギリスの食品小売業全体の売上

高の８０％に相当するようになり，非常に高いカ

バー率を誇ってきた。さらに，２０１６年より開始

された第４フェーズ「コートールド２０２５」にお

いては，食品小売業売上高のカバー率が９５％に

まで高まっている。残り５％は，店舗を持たない

オンライン小売業（Amazon等）であり，これら

の業態の関与を高めることが現在の課題となって

いるという４）。この「コートールド２０２５」は８年

間という長期的なスパンで課題に取り組もうとす

るもので，図２に示すように「食品・飲料廃棄物

２０％削減」「温暖化ガスの排出量２０％削減」「水

資源の受ける悪影響の削減」という３つの目標が

掲げられている。

こうした任意協定と並行して，イギリスでも慈

善団体への寄付促進と消費者向けキャンペーンの

展開が図られている。これらのうち，慈善団体へ

の寄付については，もともと食品の多くが VAT

非課税のため寄付時も非課税とされている。寄付

の税額控除の制度はないが，寄付収集のための広

告活動や求人活動，必要資材に対する免税措置は

設けられている。なお，嫌気性消化により発電さ

図１ イギリスにおける部門別・階層別の食品廃棄物の発生量

資料：WRAPへのヒヤリング（2016 年 11 月 1 日）における配布資料。
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表３ コートールド公約の第１フェーズから第３フェーズの概要

フェ－ズ Courtauld Commitment 1 Courtauld Commitment 2 Courtauld Commitment 3

実施時期 ２００５年～２００９年 ２０１０年～２０１２年 ２０１３年～２０１５年

実施対象

領域

家庭｜パッケージ 家庭｜パッケージ｜サプライチェーン 家庭｜パッケージ｜サプライチェーン

実施内容

家庭で発生する食品・飲料廃棄

物，および個包装パッケージ廃

棄物の発生を抑制するために，

新しい方法・技術を探る

（重量を計測）

家庭の食品・飲料廃棄物，個包装パッ

ケージに加え，パック・ケースのパッ

ケージ廃棄物，およびサプライチェー

ン上の廃棄物削減にも取り組む

家庭の食品廃棄物，および産業界のグローサ

リー商品・パッケージ廃棄物を，２０１５年に

全体で４％削減（２０１２年比）

達成目標

・パッケージ包装の増加を抑止

・食品廃棄物を１年当たり

１５．５万トン削減

・パッケージ領域で，温暖化ガス排出

を１０％削減

・サプライチェーンで，廃棄物を５％

削減

・家庭において，廃棄物を４％削減

・家庭の食品・飲料廃棄物を５％削減

・パッケージ関連の CO２排出量を増加させ
ないこと

・製造業・流通業で，原材料・商品・パッ

ケージ関連廃棄物を３％削減

（いずれも，２０１２年比）

参加団体数 ４２団体 ５３団体 ５２団体

成果

・１２０万トン£１８億）の良品・

パッケージ廃棄物の発生を抑

制

・３３０万トンの CO２排出を抑
制

・１７０万トンの廃棄物削減，４８０万ト

ンの CO２削減
―パッケージ領域で，温暖化ガス排出

を１０％削減

―サプライチェーンで，廃棄物を

７．４％削減

家庭において，廃棄物を３．７％削減

家庭の食品・飲料廃棄物は２０１２年と同水準

にとどまり，５％削減が達成されず（２００７年

比では９６万トン削減）

・パッケージ関連の CO２排出量を７％削減
（原料使用量は増えたが，リサイクル原料

の使用が進み，目標達成）

・グローサリーのサプライチェーン上の原材

料・商品・パッケージ廃棄物を３％削減

出所：流通経済研究所（2016 a）, p.61。

表４ コートールド公約の第４フェーズ

企業名 内 容

Tesco パッケージデザインの変更：食品廃棄物についての説明，廃棄物を出さないためのヒントを記載。

「Love Food hate Waste｣ のロゴも印刷｡１００以上のラインに導入（りんご，梨，玉ねぎ，カットサラダ，バナナ等）

ASDA “Simply Roast in the Bag”：鶏の丸焼きのパッケージに，食べ残しの活用法レシピの URLQRコードを掲載｡ スープ
の作り方，保存の仕方などの動画もあり。

Aldi 鶏肉の輸送ケースを，段ボール（１回のみ使用）からプラスチックトレーに変更。

段ボール１５０万トンを節約。プラスチックトレーは約２４０回使用可。店舗での段ボール削減。

M＆S 売れ残り食品の提供：マンチェスターの店舗にて，売れ残り商品を Community Shop（パイロットプロジェクトの
パートナー）に提供し，格安で販売。最初の３か月間に，食品廃棄物を３０％～４０％削減。他の店舗や，他の地域

パートナーとの取り組みへ拡大。

Greencore/
Sainsbury

サンドイッチの食品廃棄物削減：サンドイッチの食品・パッケージ廃棄物を減らすため，サプライチェーン上の原材

料・製造工程・モニタリング・コミュニケーションなどの場面で効率性を改善。１７の発生抑制プロジェクトを実施。

サプライチェーン上で１,８００トンの廃棄物を削減見込。

Heinz 製造工程の見直しによる食品廃棄物削減：ソース缶の詰め過ぎや，それに伴う商品廃棄を削減。

１７０トンの製品（ソース等）の廃棄を発生抑制し，関連する原材料の無駄も削減。１０万ポンドの削減効果。

Coca-Cola
Enterprises
（CCE）

パッケージの改善によるリサイクル推進：ビン・缶は１００％リサイクル可能商品へ。ペットボトルには，リサイクル

原料を２５％使用。５００mlペットボトルの重量を削減（２１．７g→１９．９g）。マルチパックのトレーを廃止。２０１３年に
パッケージ原料を２７％削減（２００７年比）。CCEにおける製造に伴う廃棄物は，１００％リサイクル・再利用。

出所：WRAP, “Courtauld Commitment 3 : Signatory Case Studies,” January 2015.
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Targets

20%
reduction in
food and drink

waste

20%
reduction
in GHG

れた電気は固定価格で買い取られることから，企

業にとってのインセンティブが寄付よりも上回る

ことがある。また，寄付者の免責を定めた制度と

して，２０１５年２月に「社会的行動，責任，勇敢

な行動法」が定められた。これによって，善意の

第三者（最初の救助者，ボランティア，喧嘩の仲

裁等）による行動が望ましくない結果を引き起こ

した場合，免責されることとなった。

また，消費者啓発キャンペーンについては，

２００７年からWRAPが主体となって“Love Food

Hate Waste”（LFHW）を合言葉に参加登録企

業・団体がイベント開催，広告・メディアでの情

報提供，料理教室，消費者教育，実用的ツールの

提供，商品パッケージへのロゴ貼付などを行って

いる。その際，消費者自身が具体的に行動に移せ

るようなプログラムを重視するとともに，食品ロ

ス問題に関心が「ある人」と「ない人」とに分け

てアプローチを工夫している。LFHWキャン

ペーンの成果として，２００７年から２０１２年までに

廃棄発生量２１％減少したことが確認されてい

る５）。

こうした中で，イギリスの小売業界では，上述

のように実際の食品廃棄物の割合は全体の２％に

過ぎないものの，メディアや NPO等から食品廃

棄物の元凶のような攻撃を受けやすい立場にある

ことを考慮して，自主的な取り組みを積極的に

行っている。例えば，テスコなど大手小売チェー

ンはフードバンクなど慈善団体への寄付におい

て，トレーサビリティ，品質管理等を重視すると

いう観点から，小売店頭と慈善団体とを結ぶマッ

チングアプリの開発などを含む独自システムの開

発を行っている６）。

なお，イギリスでは公正取引上の規制として

GSCOP（Grocery Supply Code of Practice）が 制

定されている。これは，年間販売額１０億ポンド

以上の小売企業（上位１０社）とサプライヤーと

の取引を対象として，公正取引の原則，事前告知

のない契約変更禁止，減耗・廃棄に対する費用補

填の制限，商品登録手数料の禁止，小売業の予測

誤差によるサプライヤー損失の補償，販促資金の

大部分をサプライヤーに支払わせることの禁止，

特売価格での過剰発注禁止などと並んで，小売店

頭で発生したグロサリー商品の廃棄物について，

処理費用を直接，間接にサプライヤーに要求する

ことを禁止するものである７）。

４． フランスとイギリスの相違点と共通点

ここで，フランスとイギリスの取り組みの特徴

について，相違点と共通点という観点から整理し

図２ イギリスにおける部門別・階層別の食品廃棄物の発生量

出所： WRAP“10 years of food waste prevention in the UK”（ 2016 年 11 月 1 日WRAPヒヤリングにおける配布資料

食品ロス削減に関するフランスとイギリスにおける取り組み

7



よう。まず，両国の取り組みの相違点に注目する

と，フランスは政府機関である ADEMEや

MAAFなどを主体に，行政と事業者による食品

廃棄物削減に関する「任意の善意による協定」

（２０１３年策定），およびその発展形である食品廃

棄禁止法（２０１６年２月施行）などの法制度を主

要なツールとして，中央集権的な国と地方との関

係にかかわる制度体系のもと，地方自治体や民間

企業などと合理的な役割分担が構築されていると

ころに特徴がある。

それに対して，イギリスはそもそもイングラン

ドとウエールズ，スコットランド，北アイルラン

ドで制度が異なる中で，慈善団体としての認定を

受けた NPOのWRAPが，第三者機関としてス

テークホルダーのコーディネータ役を担いつつ，

地方自治体への分権化を進めながら，民間企業・

業界団体の自主的取り組みを引き出そうとしてい

る点で大きく異なっている。

しかし，次のような点で両国の取り組みは共通

性が高い。第１に，イギリスが EU離脱を決めた

にしても，少なくとも現状で，両国の食品廃棄物

削減に関する基本的考え方については，EUの廃

棄物処理のハイアラーキーに準拠していることで

ある。すなわち，「発生抑制」が最上位の目標と

して設定され，次の目標として「人への提供」

（寄付ないし再流通）がおかれたうえで，それで

も廃棄物が出る場合に「家畜等への提供」（飼料

化），さらには「コンンポストまたは１００％再生

可能エネルギー化」という課題が示され，そして

最下層に「廃棄」がおかれる。図３は EUの考え

方に準拠してWRAPが提示している食品廃棄物

処理のハイアラーキーである。この優先順位は，

両国のサプライチェーン上の多くのプレイヤーに

おいて共有されている点も強調しておくべきであ

ろう。

第２に，両国ともに食品廃棄物の測定・計測か

ら，市場メカニズムをつうじた評価，サプライ

チェーンのステークホルダーを巻き込んだ協力体

図３ WRAPによる食品廃棄物処理のハイアラーキー

出所：WRAP 資料“Why take action : legal/policy case”による。
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制の構築，慈善団体等への寄付ないし再流通への

インセンティブ付与（税額控除や免税措置，ガイ

ドライン策定，免責条項など）まで，きわめてシ

ステマティックに制度設計が行われている点があ

げられる。

そして第３に，イギリスのWRAPに よ る

LFHWキャンペーンに代表されるように，両国

とも社会や消費者への広報，情報コミュニケー

ション，啓発活動が官民で重層的に展開されると

ともに，消費者向けの「見せ方」がわかりやすく

工夫されている点が指摘できる。その背景には，

消費者が収入，学歴，民族，文化などの面できわ

めて多様であることから，誰に対してもわかりや

すく伝えることが求められていることがあげられ

る。また，両国の大手小売企業の多くは消費者か

ら食品廃棄物の発生源という誤ったイメージを持

たれやすいことから，消費者向けに家庭内在庫を

うまく使い切るための啓発活動などを積極的に実

施するとともに，慈善団体等への寄付にも前向き

に取り組んでいる。なお，EUでは食品廃棄物の

最大の発生セクターとなっている家庭をターゲッ

トに，日常生活でいかにして食品廃棄物を減らす

かの考え方や具体的方法を表５のように提示して

おり，両国の小売企業等のキャンペーンは，これ

を参考に組み立てられることが多いという。

５． 結び：日本への示唆

最後にフランス，イギリスと対照させながら，

現在の日本の取り組みについて検討していこう。

日本の大きな特徴は，サプライチェーンにおける

事業者間の商慣行等のあり方に踏み込んだ検討が

行われているところにある。中心的な課題となっ

ているのは，小売業者（総合スーパー，食品スー

パー，コンビニエンスストア，生協など）におけ

る納品期限の緩和と，賞味期限が比較的長い商品

の年月日表示から年月表示への切り替えである。

前者については，メーカーや卸売業者から小売

業者への納品期限として「賞味期限の３分の２残

し」，小売業者の消費者への販売期限として「賞

味期限の３分の１残し」という，いわゆる３分の

１ルールが従来一般に商慣行として用いられてお

表５ 日常生活で食品廃棄物を減らす10のヒント

１．買い物前に計画を立てる ・１週間のメニュー計画を立てる

・冷蔵庫の戸棚にあるものを確認し，足りない物だけ「買物リストを作成する

・リストを持参し，空腹でない時に買物する

・果物や野菜は袋詰めでなく，ばら売りで必要な量だけ買う

２．日付表示を確認する ・買ったものをすぐに食べない場合は，消費期限まで日にちに余裕のある商品を選ぶ または食べ

る日に商品を買う

・賞味期限と消費期限の意味を理解し，区別する：賞味期限が切れた後も，安全に食べられる

３．買物予算を適切に管理する ・食品を捨てることは，お金を捨てることになる

４．よい状態を保てる方法で冷

蔵する

・冷蔵庫の温度を確認する：食品を新鮮に最も長く保管するには，１～５℃の間で保管する必要が

ある

５．食品の保管 ・パッケージに記載された指示にしたがって，食品を保管する

６．食品のローテーション ・新たに食品を買った時，棚や冷蔵庫にある古い食品を手前に移し，新しい食品を後ろに保管する

７．食事の提供量を少なくする ・皿に盛り付けた食事を食べ切ってから，必要量をお代わりできるようにする

８．食べ残しを活用し切る ・食べ残しを捨てる代わりに，翌日の昼食，夕食にしたり，冷凍保管する

・痛み始めた果物は，スムージーやパイ作りに活用する

・野菜はスープ材料に活用する

９．冷凍 ・一度に少量のパンだけを食べる場合は，買った時に全部冷凍し，食べる数時間前に食べる量だけ

解凍する

・調理済みの料理も同様に冷凍し，料理できない時のレディミールとして活用する

１０．庭の肥料に活用する ・発生回避できない食品廃棄物（野菜や果物の皮など）はコンポストで肥料化する

・調理済みの食品廃棄物も台所用コンポストで微生物発酵させ，肥料化して活用可能

出所：流通経済研究所（２０１６a），p.３８（原資料は EC, STOP FOOD WASTE : What can I do in my daily life to limit food waste?）。
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り，これが食品ロス発生に少なからず影響してい

るのではないかということが言われてきた。

フランスやイギリス，さらにはアメリカの納品

期限は「賞味期限の３分の１残し」や「賞味期限

の２分の１残し」など緩やかに設定されているこ

とが多いといわれており，それらに比べて日本の

小売店頭で販売できる期間は短い傾向にある。た

だし，イギリスについては「賞味期限の２分の３

残し」あるいは「賞味期限の３分の４残し」と

いった，日本よりも厳しい期限が設定されている

という調査結果もあるという８）。

そこで，この間，飲料や賞味期限１８０日以上の

菓子を対象に納品期限を賞味期限の２分の１への

緩和が進められている。この点については，２０１７

年５月９日に農林水産省食料産業局長と経済産業

省大臣官房商務流通保安審議官の連名で納品期限

見直しの「通知」が卸・小売関係団体の長宛てに

発出されている。

また，後者の賞味期限の表示についても，飲料

や菓子，調味料などで年月表示化が図られてい

る。これによって，メーカーの商品出荷段階から

中間流通段階における在庫管理が効率的に行える

ようになることが期待できるという。

現在の重要課題は，そうした取り組みが食品ロ

スの発生量の削減，ないし発生率の引き下げな

ど，生産・流通コストおよび在庫管理コストの節

約などに関して，具体的にどの程度の効果をもた

らすかを数量的に計測・把握することにある。こ

れは，納品期限緩和や年月表示化をさらに普及し

ていくにあたって，社内やグループ企業内，業界

内さらには業界を超えて説得するために，必要不

可欠なことといえよう。フランス，イギリスの取

り組みは，食品ロス発生量（率）やコストの計測

というベーシックな部分で参考にできる側面があ

るといえる。

ただし，この点で日本における展開にとって

ハードルの１つは，フランスやイギリスと比較し

て，小売段階やメーカー段階における寡占度（上

位集中度）が低いことである。とくに小売段階に

おける寡占度は，上昇しつつあるとはいえ，まだ

相対的に低く，業界内外での合意形成の調整コス

トを引き上げる要因となっている。寡占度が低い

ことそのものは，消費生活や文化の地域性の高さ

などに対応した，商品や流通チャネルの多様性を

反映するものといえ，単純に良し悪しを論じるべ

きではないことはいうまでもない。そのため，現

実の寡占度を前提としながら，どう食品ロス削減

の取り組みを業界内外でコーディネートしていく

かについて，継続的に検討する必要がある。

もう１つの課題は，食品ロス発生量の半分近く

を占める家庭系のロス削減のための消費者向け

キャンペーン，消費者を巻き込んだムーブメント

の創造である。この側面では，従来，日本の消費

者の多様性が相対的に低く，識字率などの文化度

が高いことなどが影響して，フランスやイギリス

におけるほど丁寧かつわかりやすく展開されてこ

なかった傾向が指摘できる。近年では，農林水産

省や消費者庁など国の機関も取り組んできている

が，日本における取り組みをさらに一歩進めるた

めには，消費者により近い都道府県や市町村など

での取り組みも効果的である。すでに，京都市や

神戸市をはじめとして，いくつかの自治体が精力

的に取り組んでいるところであるが，２０１７年秋

から，東京都が食品ロス削減のためのパートナー

シップ会議（筆者は座長として参加）を，事業者

と消費者との相互理解や協働の促進を図る目的で

立ち上げた。今後の展開に注目いただきたい。

さらに，フードバンクなど慈善団体への寄付の

活用についても，日本ではまだ限られた量や範囲

でしか行われておらず，それをどう広げていくか

が課題となっている。この点についての検討は今

後の課題として残したい。

注
１）以上は，農林水産省「食品ロスの削減に向けて～食べ
物に，もったいないを，もういちど。～」２０１７年５
月による。

２）フランス ADEME（環境・エネルギー管理庁）調査お
よび EU調査による。

３）小売・流通業連合（FCD）による。
４）WRAPへのヒヤリング（２０１６年１１月１日）による。
５）同上。
６）例えば，スーパーマーケットの Tescoでは，イギリ

専修ビジネス・レビュー（２０１８）Vol.１３No.１
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スの大手フードバンク FairShareと協働で寄付食品に
関するスマートホンアプリを開発し，各店舗と地域の
慈善団体との間で寄付食品のマッチングを行っている
（Tescoヒヤリング，２０１６年１０月３１日による）。

７）詳細は渡辺・佐原（２０１５）を参照されたい。
８）流通経済研究所調査による。
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